
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
運
輸
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

35

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
案

五
九
、
三
、
二

　
　
　
五
九
、
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
九
、
五
、
一
一

五
九
、
六
、
二
六

可
　
　
決

　
五
九
、
六
、
二
七

可
　
　
決

五
九
、
四
、
五

　
五
九
、
五
、
八

可
　
　
決

　
五
九
、
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
五
九
、
五
、
一
一

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

61

道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
、
二
九

　
　
　
　
七
、
二
七

受
　
　
　
領

七
、
二
七

（
予
）

　
　
八
、
二

可
　
　
決

　
　
　
八
、
三

可
　
　
決

六
、
二
二

　
　
　
七
、
二
四

可
　
　
決

　
　
　
七
、
二
七

可
　
　
決

70

港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

四
、
五

　
　
　
　
六
、
二
六

受
　
　
　
領

六
、
二
七

　
　
七
、
一
二

可
　
　
決

　
　
　
七
、
一
三

可
　
　
決

四
、
一
七

　
　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

　
　
六
、
二
六

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
七

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

84

船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
、
一
四

　
　
　
　
八
、
二

受
　
　
　
領

七
、
二
五

（
予
）

継
　
続
　
審
　
査

六
、
一
八

　
　
　
七
、
二
七

可
　
　
決

　
　
八
、
二

可
　
　
決



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

24

地
域
交
通
整
備
法
案

小
林
恒
人
君

外
　
六
　
名

　
（
五
九
、
四
、
二
五
）

五
九
、
四
、
二
七

五
九
、
四
、
二
七

　
　
（
予
）

五
九
、
四
、
二
七

継
　
　
続
　
審
　
　
査

25

交
通
事
業
に
お
け
る
公
共
割
引
の
国

庫
負
担
に
関
す
る
法
律
案

吉
原
米
治
君

外
　
　
六
　
　
名

　
　
　
（
四
、
二
五
）

四
、
二
七

四
、
二
七

（
予
）

四
、
二
七

継
　
続
　
審
　
　
査

国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

２

地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
地
方
運
輸
局
及
び
海
運
監
理
部

の
設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件

五
九
、
二
、
二
二

　
　
　
五
九
、
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
九
、
二
、
二
二

　
　
（
予
）

　
五
九
、
五
、
一
五

承
　
　
認

　
五
九
、
五
、
一
八

承
　
　
認

五
九
、
二
、
二
二

　
五
九
、
五
、
八

承
　
　
認

　
五
九
、
五
、
一
〇

承
　
　
認

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
案
（
閣
法
第
三
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
九
、
　
三
、
　
二
　
内
閣
提
出

四
、
　
五
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

五
、
一
〇
　
衆
可
決

五
、
一
一
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明



要
旨

六
、
二
七
　
参
可
決

　
本
案
は
、
関
西
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
等
を
行
わ
せ
る
た
め
、

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
は
、

　
航
空
輸
送
の
円
滑
化
を
図
り
、
航
空
の
総
合
的
な
発
達
に
資
す
る

　
た
め
、
関
西
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
を
効
率
的
に
行
う
こ
と

　
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

二
、
関
西
国
際
空
港
は
、
国
際
航
空
路
線
に
必
要
な
公
共
用
飛
行
場

　
と
し
て
、
大
阪
府
の
地
先
水
面
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
空
港
及

　
び
空
港
に
必
要
な
航
空
保
安
施
設
の
設
置
及
び
管
理
は
、
運
輸
大

　
臣
の
定
め
る
基
本
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
政
府
は
、
会
社
の
発
行
済
総
株
式
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
を

　
保
有
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
自
治
大
臣
の
承
認
を

　
受
け
て
、
会
社
に
対
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
会
社
は
、
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
関
西
国
際
空
港
及
び

　
空
港
に
必
要
な
航
空
保
安
施
設
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
ほ
か
、

　
空
港
の
機
能
を
確
保
し
、
利
用
者
の
利
便
に
資
す
る
た
め
の
空
港

　
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
等
の
諸
施
設
、
空
港
と
陸
岸
と
の
間
の
連
絡
橋

　
等
の
建
設
及
び
管
理
等
を
行
う
。

五
、
政
府
は
、
会
社
の
行
う
事
業
の
公
共
性
に
か
ん
が
み
、
会
社
に

　
対
す
る
無
利
子
貸
付
け
、
債
務
保
証
、
税
制
特
例
等
の
助
成
措
置

　
を
講
ず
る
。

六
、
そ
の
他
、
利
益
配
当
の
特
例
、
国
庫
納
付
金
、
会
社
に
対
す
る

　
監
督
、
会
社
の
設
立
手
続
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
と

　
と
も
に
、
関
西
国
際
空
港
を
空
港
整
備
法
の
第
一
種
空
港
と
す
る

　
等
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
案
に

　
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御

　
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
案
の
主
な
内
容
は
、
第
一
に
、
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
は
、

　
関
西
国
際
空
港
の
設
置
、
管
理
等
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と

　
す
る
株
式
会
社
と
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
関
西
国
際
空
港
は
、
国
際

　
航
空
路
線
に
必
要
な
公
共
用
飛
行
場
と
し
て
、
大
阪
府
の
地
先
水
面

　
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
空
港
及
び
そ
の
航
空
保
安
施
設
の
設
置
、

　
管
理
は
、
運
輸
大
臣
の
定
め
る
基
本
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
政
府
は
会
社
の
発
行
済
総
株
式
　
　

の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
　
　
　

は
自
治
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。
第
四
に
、
会
社
は
、
関
西
国
際
空
港
及
び
そ
の
航
空
保
安
施
設

の
設
置
、
管
理
を
行
う
ほ
か
、
空
港
の
機
能
を
確
保
し
、
利
用
者
の

利
便
に
資
す
る
諸
施
設
及
び
連
絡
橋
の
建
設
、
管
理
等
を
行
う
こ
と
。

第
五
に
、
政
府
は
、
会
社
の
行
う
事
業
の
公
共
性
に
か
ん
が
み
、
無

利
子
貸
付
け
、
債
務
の
保
証
、
税
制
上
の
特
例
等
の
助
成
措
置
を

講
ず
る
と
と
も
に
、
利
益
配
当
の
特
例
、
国
庫
納
付
金
、
監
督
等
に

つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
等
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
い
、
参
考
人
の
意
見

を
聴
取
し
、
ま
た
、
地
方
行
政
、
建
設
及
び
環
境
特
別
委
員
会
と
の

連
合
審
査
会
を
開
催
す
る
な
ど
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
瀬

谷
理
事
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
梶
原
理
事
よ
り

賛
成
、
日
本
共
産
党
橋
本
委
員
よ
り
反
対
、
公
明
党
・
国
民
会
議
桑

名
理
事
よ
り
賛
成
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法
案
は

多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
な
お
、
本
法
案
に
対
し
、
瀬
谷
理
事
よ
り
、
自
由
民
主
党
・
自
由

国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
民
社
党
・
国

民
連
合
の
共
同
提
案
に
係
る
会
社
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
地
元
の
意

向
が
十
分
反
映
で
き
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
等
六
項
目
を
内
容

と
す
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
多
数
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決

議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
一
号
）
（
衆
議

院
送
付
）

五
九
、
　
三
、
二
九
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
七
、
二
七
　
衆
可
決

　
　
　
　
八
、
　
三
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
陸
運
行
政
に
係
る
地
方
事
務
官
制
度
を
廃
止
し
よ
う
と

　
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
道
路
運
送
法
、
道
路
運
送
車
両
法
等
に
基
づ
く
運
輸
大
臣
又
は

　
　
地
方
運
輸
局
長
の
権
限
を
都
道
府
県
知
事
に
委
任
す
る
制
度
を
廃



　
止
し
、
こ
れ
ら
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
地
方
運
輸
局
長
又
は
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
に
委
任
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
、
運
輸
大
臣
は
、
地
方
運
輸
局
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ

　
る
た
め
、
地
方
運
輸
局
の
陸
運
支
局
又
は
陸
運
支
局
の
自
動
車
検

　
査
登
録
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
、
陸
運
事
務
所
の
職
員
を
運
輸
事
務
官
等
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及

　
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
陸
運
行
政
に
係
る
地
方
事
務
官
制
度
を
廃
止
し
よ

　
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
陸
運
関
係
事
務
に
係
る
運

　
輸
大
臣
等
の
権
限
を
都
道
府
県
知
事
に
委
任
す
る
制
度
を
廃
止
し
、

　
こ
れ
ら
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
運
輸
省
の
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委

　
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
陸
運
事
務
所
を
運

　
輸
省
の
地
方
支
分
部
局
と
す
る
こ
と
及
び
こ
れ
に
伴
い
従
来
の
陸
運

　
事
務
所
の
職
員
を
運
輸
事
務
官
と
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
〇
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

要
旨

五
九
、
　
四
、
　
五
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
六
、
二
六
　
衆
可
決

　
　
　
　
六
、
二
七
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
七
、
一
三
　
参
可
決

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
港
湾
運
送
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
、
船
内
荷
役
事
業
と
沿
岸
荷

　
役
事
業
を
統
合
し
て
港
湾
荷
役
事
業
と
す
る
こ
と
。

二
、
一
般
港
湾
運
送
事
業
者
が
、
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
等
の
施
設
に
お
い

　
て
自
ら
の
統
括
管
理
の
下
に
一
定
量
以
上
の
港
湾
運
送
を
行
う
場

　
合
に
は
関
連
事
業
者
に
下
請
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る



こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

　
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
等
の
港
湾
施
設
の
整
備
及
び
物
流

　
合
理
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
港
湾
運
送
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
、

　
船
内
荷
役
事
業
と
沿
岸
荷
役
事
業
を
統
合
し
て
港
湾
荷
役
事
業
と
す

　
る
と
と
も
に
、
一
般
港
湾
運
送
事
業
者
に
係
る
下
請
に
関
す
る
規
制

　
の
弾
力
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
い
、
参
考
人
の
意
見

　
を
聴
取
す
る
等
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

　
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
目

　
黒
委
員
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
梶
原
理
事
よ
り

　
賛
成
、
公
明
党
・
国
民
会
議
桑
名
理
事
よ
り
反
対
、
民
社
党
・
国
民

　
連
合
伊
藤
委
員
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
小
笠
原
委
員
よ
り
反
対
の

　
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原

　
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
瀬
谷
理
事
よ
り
、
自
由
民
主
党
・
自

由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国

民
連
合
の
各
派
共
同
提
案
に
係
る
港
湾
運
送
事
業
の
基
盤
の
充
実
強

化
と
雇
用
の
安
定
確
保
等
四
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ

れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い

た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
運
輸
局

及
び
海
運
監
理
部
の
設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
承
認
第
二

号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
九
、
　
二
、
二
二
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
五
、
一
〇
　
衆
承
認

　
　
　
　
五
、
一
八
　
参
承
認

要
旨

　
　
本
件
は
、
地
方
運
輸
行
政
の
総
合
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
、

　
海
運
局
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
並
び
に
陸
運
局
を
廃
止
し
、
北
海
道

　
に
北
海
道
運
輸
局
を
、
宮
城
県
に
東
北
運
輸
局
を
、
新
潟
県
に
新
潟



運
輸
局
を
、
東
京
都
に
関
東
運
輸
局
を
、
愛
知
県
に
中
部
運
輸
局
を
、

大
阪
府
に
近
畿
運
輸
局
を
、
広
島
県
に
中
国
運
輸
局
を
、
香
川
県
に

四
国
運
輸
局
を
、
福
岡
県
に
九
州
運
輸
局
を
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る

と
と
も
に
、
神
戸
市
に
神
戸
海
運
監
理
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い

て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
承
認
を
求
め
る
の
件
に
つ
い
て
、

　
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
本
件
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

北
海
道
に
北
海
道
運
輸
局
を
、
宮
城
県
に
東
北
運
輸
局
を
、
新
潟
県

に
新
潟
運
輸
局
を
、
東
京
都
に
関
東
運
輸
局
を
、
愛
知
県
に
中
部
運

輸
局
を
、
大
阪
府
に
近
畿
運
輸
局
を
、
広
島
県
に
中
国
運
輸
局
を
、

香
川
県
に
四
国
運
輸
局
を
、
福
岡
県
に
九
州
運
輸
局
を
そ
れ
ぞ
れ
設

置
す
る
と
と
も
に
、
神
戸
市
に
神
戸
海
運
監
理
部
を
設
置
す
る
こ
と

に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
逓
信
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
五
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

８

公
衆
電
気
通
信
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

五
九
、
二
、
一
〇

　
　
五
九
、
四
、
一
二

受
　
　
　
領

五
九
、
三
、
一

　
　
（
予
）

　
五
九
、
四
、
一
九

可
　
　
決

五
九
、
四
、
二
〇

可
　
　
決

五
九
、
二
、
一
〇

五
九
、
四
、
一
一

可
　
　
決

五
九
、
四
、
二

可
　
　
決
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